
社会福祉法⼈・団体の皆様へのご提案

店舗・事務所などの建築物補助制度の活⽤参考例
（しずおか⽊使い施設推進事業）

⽊質化
⼀例

□補助対象施設 地域⽀援ステーション 社会福祉施設 事務所（県内営業所）
□補助対象者 社会福祉法⼈等 社会福祉事務所等 社会福祉事務所等

□区 分 内装⽊質化 内装⽊質化 内装⽊質化
□ 延 床 ⾯ 積 ３００m2 ２００m2 ２００m2

□使⽤⽤途※1 フローリング 壁⾯ 天井・間仕切壁
□品質の確かな
県産材製品※2 ４０m2 ２０m2 ３０m2

□森林認証材※3 ８m2 ４m2 ６m2

□ 補 助 ⾦ １４万円 ７万円 １０万円

（ 補 助 対 象 使 ⽤ 量 ）

※１ ルーバー等の外構材も補助対象
※２ 20m2以上の使⽤が条件
※３ 品質の確かな県産材製品の20%以上の使⽤が条件

（ R C 造 ・ 新 築 ） （ R C 造 ・ 既 設 ） （ R C 造 ・ 既 設 ）
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すると更に

＋14万円



社会福祉法⼈・団体の皆様へのご提案

店舗・事務所などの建築物補助制度の活⽤参考例
（しずおか⽊使い施設推進事業）

新築
⼀例

□補助対象施設 地域⽀援ステーション 社会福祉施設（⾷堂棟） 事務所（県内営業所）
□補助対象者 社会福祉法⼈等 社会福祉団体等 社会福祉事務所等

□区 分 新築・⽊造 新築・⽊造 新築・⽊造
□ 延 床 ⾯ 積 ２００m2 ３００m2 ４００m2

□ ⽊材使⽤量 ４０m3 ５０m3 ８０m3

□品質の確かな
県産材製品※1 １５m3 ２０m3 ２０m3

□森林認証材※２ ３m3 ４m3 ４m3

□ 補 助 ⾦ ２１万円 ３０万円 ３０万円

（ 補 助 対 象 使 ⽤ 量 ）
別棟で
20m³使用

すると更に

＋30万円

20m³
使用すると

30万円

※１ 10m3以上の使⽤が条件 なお、⽊材使⽤量の50%未満でも可。条件さえ揃えば、何棟でも補助対象
※２ 品質の確かな県産材製品の20%以上の使⽤が条件

木材使
用量の
何％で
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